
時　期

所属オフィスは受付後、研究支援・社会連携Gへ様式を送付

　動物搬入届（様式第6号）を提出

　管理者

所属オフィスは受付後、研究支援・社会連携Gへ様式を送付

※

動物実験室設置フロー 動物飼養保管室設置フロー

所属オフィスは受付後、様式を研究支援・社会連携Gへ送付 所属オフィスは受付後、様式を研究支援・社会連携Gへ送付

学　長　承　認

　更　新
  （5年毎）

廃　止 動物実験室設置フローと同じ
※動物実験室及び動物飼養保管室の更新時については、

動物実験規程第11条または第13条に基づき、更新審査を
行い、その結果をもって動物実験委員会にて審議いたします。

　更　新
  （5年毎）

学　長　承　認

研究支援・社会連携Ｇで受付後、動
物実験委員会で審議

学　長　承　認

管理者は、年度ごとに、
「実験動物飼養保管状況の自己点検票」
（様式第7-2号）を所属オフィスへ提出

研究支援・社会連携Gで受付後、
動物実験委員会へ報告

学長へ報告

研究支援・社会連携Ｇで受付後、動物実験
委員会で審議

管理者等は、「施設等（動物飼養保
管室・動物実験室）廃止届」（様式第
5号）を所属オフィスへ提出

　廃　止

学長へ報告

研究支援・社会連携Gで受付後、動物実験委員会へ報告

動物実験室管理者は5年毎に、「動
物実験室（設置・変更・更新）申請書」
（様式第4号）を所属オフィスへ提出

研究支援・社会連携Ｇで受付後、動
物実験委員会で審議

管理者は、5年毎に、「動物飼養保管室（設
置・変更・更新）申請書」（様式第3号）を所
属オフィスへ提出

　自己点検
 (年度毎）

　　　　実験終了後～
4月初旬までに

       提出すること

実験責任者は「関西大学遺伝子組換え生物使用申請書」
(様式第1号)を理工系オフィスへ提出

遺伝子組換え生物使用を終了又は中止する場合、実験責任者は速
やかに関西大学遺伝子組換え生物使用終了(中止)報告書(様式第3
号)を所属オフィスへ提出すること。

設　置

動物実験室管理者は、「動物実験室
（設置・変更・更新）申請書」（様式第
4号）を所属オフィスへ提出

審　査

研究支援・社会連携Ｇで受付後、動
物実験委員会で審議

学　長　承　認

研究支援・社会連携Ｇで受付後、動物実験
委員会で審議

学　長　承　認

　設　置
管理者は、「動物飼養保管室（設置・変更・
更新）申請書」（様式第3号）を所属オフィ
スへ提出

　審　査

動
物
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後
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に
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す
る
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）

実験終了後、
速やかに提出
する

　動物実験実施責任者

動物実験実施責任者は「動物実験結果報告書」（様式第2号）及び
  「動物実験の自己点検票」（様式第7-1号）を所属オフィスへ提出

動
物
実
験
中

随時

　実　験　開　始

動物実験に係る様式提出フロー 　研究支援・社会連携グループ

手　続

動物実験実施責任者は「動物実験計画書(様式第1号)」を所属オフィスへ提出

教育訓練の受講

春学期と秋
学期に分け
て開催する

動
物
実
験
開
始
前

理工系オフィスで受付後、
遺伝子組換え生物使用安全委員会にて審議

遺伝子組換え生物使用安全委員会の承認後、
動物実験実施責任者は、承認日及び承認番号を
研究支援・社会連携Ｇへ報告すること。

承　認

承　認

　 研究支援・社会連携Gで受付後、
　 動物実験委員会にて審議

承　認

学　長　承　認

遺
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